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二
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者
の
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加
入
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の
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生
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水
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�
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事
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�

選
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委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
一
部

訂
正

(
事

務

局)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
三
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
十
月
十
六
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
深
浦
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ヶ
沢
字
塩
見
形

一
一
の
一

五
十
嵐

政
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ヶ
沢
字
塩
見
形

二
三
七

古
川

一
吉

新
深
浦
町
第
一
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協

同
組
合
の
地
区
の

う
ち
、
大
字
柳
田
、

大
字
関
、
大
字
北

金
ヶ
沢
、
大
字
田

野
沢
、
大
字
風
合

瀬
字
大
磯
及
び
大

字
風
合
瀬
字
汐
干

浜
の
区
域

内
水
面
以
外
の
水
面

に
お
い
て
網
漁
具
を

水
深
二
十
七
メ
ー
ト

ル
以
上
の
水
中
に
定

置
し
て
主
と
し
て
た

い
及
び
ぶ
り
を
と
る

漁
業
及
び
底
建
網
漁

業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
驫
木
字
亀
ヶ
崎
一
二

二
の
一

吉
田

貞
四

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
驫
木
字
亀
ヶ
崎
一
五

九
の
一

山
内

太

新
深
浦
町
第
二
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協

同
組
合
の
地
区
の

う
ち
、
大
字
驫
木

の
区
域

底
建
網
漁
業

�
�
�
�



� �

二

埋
立
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
玉
坂
三
七
〇
の
一
に
隣
接
し
、
同
字
玉
坂
七
か
ら
一
三
の
一

の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑮
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で

結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑮
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
五
・
一
八
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
九
三
・
八
八
九
メ
ー
ト
ル

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
五
・
一
二
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
九
二
・
二
九
〇
メ
ー
ト
ル

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
五
・
六
九
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
九
二
・
二
七
〇
メ
ー
ト
ル

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
二
・
一
八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
九
三
・
九
三
二
メ
ー
ト
ル

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
一
・
六
一
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
九
三
・
九
五
三
メ
ー
ト
ル

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
一
・
四
四
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
八
九
・
一
五
六
メ
ー
ト
ル

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
二
・
二
四
二
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
八
九
・
一
二
七
メ
ー
ト
ル

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
四
七
二
・
二
五
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
八
九
・
四
二
七
メ
ー
ト
ル

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
二
四
・
三
五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
八
七
・
五
六
八
メ
ー
ト
ル

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
二
四
・
五
一
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
七
九
二
・
〇
六
五
メ
ー
ト
ル

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
二
一
・
四
一
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
一
二
・
一
八
八
メ
ー
ト
ル

⑫
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
一
六
・
八
三
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
三
二
・
三
六
四
メ
ー
ト
ル

⑬
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
一
一
・
六
一
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
五
二
・
五
六
三
メ
ー
ト
ル

⑭
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
一
〇
・
五
三
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
七
二
・
六
一
四
メ
ー
ト
ル

⑮
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
六
五
五
一
〇
・
五
五
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
七
七
八
九
二
・
六
二
六
メ
ー
ト
ル

３

面
積

四
、
四
〇
四
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
稲

生
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日

上
北
地
域
県
民
局
長

小

林

巧

一
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃

丸
井

裕

山
崎

誠
一

野
月

忠
見

中
川
原
誠
一

米
田

一
典

畑
中

勝
治

中
野
渡

昇

杉
山

秀
明

中
野
渡
福
美

十
和
田
市
西
二
十
一
番
町
四
八
の
二
九
の
一
六

〃

元
町
西
二
丁
目
六
の
四
〇

〃

大
字
洞
内
字
杉
ノ
沢
二
〇
の
一

〃

大
字
三
本
木
字
中
掫
七
五
の
一

〃

大
字
深
持
字
南
平
八

〃

元
町
西
二
丁
目
一
一
の
一

〃

大
字
深
持
字
山
ノ
下
三
の
一

〃

大
字
赤
沼
字
上
川
原
三
〇

〃

大
字
深
持
字
南
平
二
五
二
の
一

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃

� �
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選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

(

政
治
資
金
規
正
法
に

よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
20
年
分
�
資
金
管
理
団
体
の
ア
統
括
表
の
恭
進
会
の
項

中｢
｢

を

に
、

｣
｣
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〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

立
崎

義
美

大
坂

吉
光

中
野

卓

下
田

利
明

山
本

安
博

上
久
保
新
一

熊
野

清
市

中
川
原
卓
雄

種
市

廣

山
端
誠
一
郎

沼
田
五
三
郎

戸
来

傳

櫻
田

努

熊
野

清
市

田
中

順
造

野
月

忠
見

山
崎

誠
一

佐
々
木
廣
雄

丸
井

裕

沢
目

治
雄

中
川
原
誠
一

白
山

勲

山
端

哲
夫

立
崎

義
美

大
坂

吉
光

中
野

卓

下
田

利
明

竹
ヶ
原勝
太
郎

上
久
保
新
一

種
市

廣

大
坂

兼
松

櫻
田

努

〃

大
字
立
崎
字
立
崎
二
七

〃

大
字
八
斗
沢
字
八
斗
沢
一
〇
八
の
三

〃

〃

字
家
ノ
下
六
二
八
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
七
百
五
九
の
二

〃

〃

〃

字
通
目
木
四
七
の

一〃

お
い
ら
せ
町
浜
道
四

〃

〃

一
川
目
一
丁
目
七
三
の
一

五
九

〃

〃

二
川
目
一
丁
目
七
三
の
二

三
九

三
沢
市
大
字
三
沢
字
中
平
一
五
の
一

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
長
根
七
の
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
七
百
五
五
の
一

七
二

十
和
田
市
大
字
藤
島
字
小
山
六
八

〃

東
十
二
番
町
七
の
三
九

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川
目
一
丁
目
七
三
の
一

五
九

十
和
田
市
西
二
十
二
番
町
二
八
の
一
二

〃

大
字
洞
内
字
杉
ノ
沢
二
〇
の
一

〃

元
町
西
二
丁
目
六
の
四
〇

〃

穂
並
町
九
の
八

〃

西
二
十
一
番
町
四
八
の
二
九
の
一
六

〃

大
字
深
持
字
下
中
平
三
七
の
一

〃

大
字
三
本
木
字
中
掫
七
五
の
一

〃

大
字
相
坂
字
白
上
一
一
二

〃

大
字
三
本
木
字
間
遠
地
一
〇
八

〃

大
字
立
崎
字
立
崎
二
七

〃

大
字
八
斗
沢
字
八
斗
沢
一
〇
八
の
三

〃

〃

字
家
ノ
下
六
二
八
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
七
百
五
九
の
二

〃

お
い
ら
せ
町
二
川
目
四
丁
目
七
三
の
二

九
五

〃

〃

浜
道
四

三
沢
市
大
字
三
沢
字
中
平
一
五
の
一

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
井
尻
二
一
の
一

十
和
田
市
東
十
二
番
町
七
の
三
九

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃

沼
田
五
三
郎

戸
来

傳

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
七
百
五
五
の
一

七
二

十
和
田
市
大
字
藤
島
字
小
山
六
八

〃〃

� �

5,000,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000

8,778,327
7,000,000
1,784,634
8,784,634

7,000,000

7,000,000
7,000,000

8,778,327
7,000,000
1,784,634
8,784,634



� �

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
20
年
分
�
資
金
管
理
団
体
の
�
寄
附
の
内
訳
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
訂
正
し
、

｣

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
20
年
分
�
資
金
管
理
団
体
の
�
本
部
又
は
支
部
か
ら
供

与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
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